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農業土木工事共通特記仕様書 
                            

第１章 総則 

 
１ 本共通特記仕様書は、宮崎県農政水産部（農業土木関係）が発注する工事（以下
「工事」という。）の特記仕様書第２条に共通特記仕様書が明記されている工事に
適用する。 

２ 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「農業土木工事共通特記仕様書」「土
木工事共通仕様書」並びに「農業土木工事共通仕様書」の順とする。 

３ 共通特記仕様書の各条項の適用について疑義が生じた場合は、監督員に確認を行
うこととする。 

 
第１－１条 担当技術者の配置について 
１ 担当技術者とは、主任（監理）技術者の下で工程管理、品質管理その他の技術上
 の監理や指導監督を補佐し、当該工事に専任する技術者をいう。 
２ 担当技術者は、配置される日の前日時点において、受注者と直接的な雇用関係を
 有する者であり、施工計画書の現場組織表及び施工体制台帳に記載すること。 
３ １工事で登録できる技術者は２名を上限とする。なお、特定ＪＶ工事において 
 は、構成員毎に２名まで登録できる。 
 
第１－２条 工事書類の簡素化 
１ 簡素化は、下記（１）から（３）の要領等に基づき実施するものとする。 
 （１）「工事書類簡素化要領」 
 （２）「工事書類簡素化ガイドライン」 
 （３）「農政水産部工事に係る工事書類簡素化内容一覧」 
２ 上記の要領等に定めのない事項は、監督員と協議するものとする。 
３ 「工事書類簡素化要領」については、宮崎県庁ホームページ（トップ＞しごと・
 産業＞公共事業・建築・土木＞技術基準＞工事書類の簡素化について）に掲載して
 いるので参照のこと。 
４ 「農政水産部工事に係る工事書類簡素化内容一覧」については、宮崎県庁ホーム
 ページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却＞入札情報＞工事契約関係情報＞農
 業土木工事の技術情報について）に掲載しているので参照のこと。 
 
第１－３条 記録媒体による電子データの提出 
 受注者は、提出書類を記録媒体（ＣＤ等）により電子データで提出する場合には、
事前にウイルスチェックを行うこと。 
 ウイルスチェックソフトは、最新のウイルスも検出できるように常に最新のデータ
に更新（アップデータ）したものを利用すること。 
 なお、ＵＳＢメモリでの提出は原則不可とする。 
 
第１－４条 再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）
について 
 再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）は、建設副
産物情報交換システム（COBRIS)により作成し、監督員に提出しなければならない。 
これによりがたい場合は、監督員と協議するものとする。 
また、法令等に基づき再生資源利用（促進）計画を工事現場の公衆が見やすい場所

に掲げなければならない。 
なお、建設副産物の発生及び建設資材の利用がない場合は、工事概要のみを記載し

た計画書（実施書）を作成、提出するものとする。 
 
第１－５条 法定外の労災保険の付保について 
 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
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第１－６条 工事完成図書の電子納品 
 本工事は、工事完成図書の電子納品の試行対象工事とする。詳細は「工事完成図書
の電子納品試行要領」及び「工事完成図書の電子納品の試行に係る運用マニュアル」
に基づき実施する。 
 なお、電子納品が困難な場合は、監督員へ協議すること。 
 
第１－７条 監督補助員（現場技術員） 
 本工事は、現場における現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定とし
ており、共通仕様書第３編１－１－３の監督補助員（現場技術員）を配置する工事で
ある。 
 
第１－８条 情報共有システムの活用 
 本工事は、情報共有システム活用試行対象工事とする。 
試行にあたっては、「建設工事等における情報共有システム活用試行要領」に基づき
行う。 
 試行要領は、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却＞入札情
報＞工事契約関係情報＞建設工事等における情報共有システム活用の試行について）
から入手できる。 
 
第１－９条 遠隔臨場について 
 本工事は、遠隔臨場試行対象工事とする。 
 試行にあたっては、「建設現場における遠隔臨場の試行要領」に基づき行う。 
 試行要領は、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却＞入札情
報＞工事契約関係情報＞建設現場における遠隔臨場の試行について）に掲載している。 
 
第１－１０条 営繕関係 
 建設現場における快適トイレ設置について 
 「建設現場における快適トイレ設置要領」に基づき行う。 
 設置要領については、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却
＞入札情報＞工事契約関係情報＞建設現場における快適トイレ導入の実施について）
から入手できる。 
 
第１－１１条 地区外等からの建設資材調達に係る設計変更について 
１ 建設資材について、災害により、建設資材調達に道路を迂回せざるを得ない場合、
又は、建設資材の供給不足が生じ地区外から建設資材を調達せざるを得ない場合に
は、工事現場に建設資材等を搬入する前に、事前に監督職員と協議する。 

  また、購入費（現場着単価）及び輸送費について、建設資材変更数量調書（任意
 様式）及び取引価格が証明できる資料を監督職員に提出するものとし、その費用に
 ついて設計変更することとする。 
  発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法
 的措置を行う場合がある。 
  本運用の対象となる建設資材は、別表のとおりとする。 
  ※地区とは、土木工事設計材料単価表及び土地改良工事設計材料単価表に示す 
   ３６地区をいう 
２ 地区外等からの建設資材調達に係る設計変更の運用については、宮崎県ホームペ
 ージ（トップ＞しごと・産業＞公共事業・建築・土木＞技術基準＞地区外等からの
 建設資材調達に係る設計変更の運用について）から入手できる。 
 
第１－１２条 建設業退職金共済制度の履行 
 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納
書（発注者用）を工事請負契約締結後原則１カ月以内（電子申請方式による場合にあ
っては、工事請負契約締結後原則４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 
 また、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督員に提示しなけれ
ばならない。 
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第１－１３条 その他 
１ 設計機種は土地改良工事積算基準（土木工事）に示す標準機種に基づいており、
実際の施工における機械を規定するものではない。 

２ 現場事務所には、工程表を掲示し、何時でも工事の進捗状況が分かるように管理
しなければならない。 

 
第１－１４条 梅雨期の豪雨被害等の被災地における被災農林漁家の就労機会の確保
について 
  受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域におけ
る被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。 
  なお、上記雇用があった場合は、以下の内容で調査を行うので、受注者は協力する
こと。 
 （１）工事着手時点における雇用見込人数 
 （２）月毎の雇用実績人数 
 
第１－１５条 工事標示板の標示内容等 
 工期が翌年度にわたるため、入札公告と契約書記載の工期が異なる場合は、入札公
告の工期を記載するものとする。 
 
第１－１６条 契約数量・規格等（単価抜設計書）  
 工事の施工にあたっての数量・規格等は、単価抜設計書のうち工事目的物にかかる
名称・規格・数量（単位）によるものとする。ただし、以下を除く。  
 １ 任意の仮設及び施工方法にかかるもの 
 ２ 目的物の施工に伴う作業土工（施工管理の対象とならない土工） 
 ３ 施工機械の機種、規格 
 ４ 本仕様書第５章１条による工事材料の名称 
 
 

第２章 入札条件 
 
第２－１条 総合評価落札方式（ＷＴＯ工事ＪＶ型・標準型・簡易型）に関する事項 
１ 技術提案の契約書への記載 

受注者は、技術提案審査結果通知書（別記様式第７－１号）を、契約書に添付す
るものとする。 

２ 技術提案の施工計画書への記載 
受注者は、技術提案審査結果通知書において「評価あり：技術提案を評価してい

るので、実施する義務がある。」と評価された技術提案（以下「技術提案」という。）
の内容を達成するための詳細な計画を施工計画書に記載するものとする。 

３ 実施状況の確認方法 
受注者が技術提案として技術申請書に記載した内容の履行状況の確認方法につい

て、発注者と受注者は協議を行うものとする。 
４ 設計変更 

技術提案の内容に関する設計変更は行わない。ただし、受注者の責めによらない
災害や社会的条件（地元対応等）等により現地状況及び施工条件等に変更が生じた
場合の請負代金の変更については、発注者と受注者の協議により決定するものとす
る。 

５ 技術提案の保護 
技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用される状

態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的
権利を有する提案についてはこの限りではない。 

６ 検査時の資料提出 
受注者は、工事の検査時に技術提案の履行状況について確認できる資料（写真、

測定記録等）を提出しなければならない。 
７ 検査及び工事成績評定 
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発注者は、工事完了後に技術提案の履行状況について検査を行うものとする。 
なお、受注者の責により技術提案に適合した履行がなされなかった場合は、工事

成績評定の減点対象とする。 
 
第２－２条 ＶＥ提案について 
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事
である。 
 契約後ＶＥ方式の実施にあたっては、特記仕様書に定めのない事項については、「宮
崎県契約後ＶＥ方式実施要領」によるものとする。                           
１ ＶＥ提案の範囲                                               
（１）受注者が提案を行う範囲は、宮崎県契約後ＶＥ方式実施要領第３条の定めによ
  るものとする。                                         
  
（２）宮崎県契約後ＶＥ方式実施要領第３条第１項（５）の宮崎県新技術活用促進シ
  ステム等とは宮崎県新技術活用促進システム及び国土交通省の新技術情報提供シ
  ステム（ＮＥＴＩＳ）とする。 
 
第２－３条 共同企業体の施工体制 
１ 工事を請け負う共同企業体は、各構成員の役割分担を明確にするため、「共同企
業体編成表」（別記様式）及び「現場職員編成表」（別記様式）を作成し、施工計
画書の現場組織表の次に添付すること。 
共同企業体編成表とは共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、

人員配置等が記載されたものとする。 
  現場職員編成表とは次のことが記載されたものとする。 
  （１）各構成員の業務分担 
  （２）各構成員の監理技術者又は主任技術者の業務分担 
  （３）各構成員が監理技術者等以外に作業主任を置く場合の工事内容及び氏名 
  工事内容は、積算体系のレベル３までとし、各構成員において、施工を区分しな
い場合は、監理技術者等以外に作業主任者を置く工種について、作業主任者が行う
工事内容と氏名を記載するものとする。 

２ 現場職員の配置にあたっては次の事項に配慮すること。 
 （１）工事の規模、内容及び出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確

 保すること。 
 （２）配置される職員は、ポストに応じ経験、年齢及び資格等を勘案して決定する

 こと。 
 （３）特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。 
 （４）各構成員の有する技術が最大限発揮されるように配慮すること。 
 
第２－４条 一次下請について 
 受注者は、総合評価落札方式における地産地消への取組（オプション項目）におい
て、県内企業を活用することを申請し、評価され、かつ、工事の一部を第三者に請け
負わせる場合は、その一次下請人は県内本店企業を選択するものとする。 
 
第２－５条 工事に使用する資材について 
 受注者は、入札公告に示す工事に使用する資材や製品について、総合評価落札方式
における地産地消への取組（オプション項目）において、県産資材を活用すること
を申請し、評価された場合は、県内の事業所、工場等で産出、生産、製造された建
設資材や製品を使用するものとする。 
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第３章 配置技術者 
 
第３－１条 現場代理人の兼務 
 本工事については、工事の難度や付近の交通の状況等から現場代理人を兼務させる
ことが適当ではないと判断されることから、工事請負約款における現場代理人の兼務
に関する取扱要領（県土整備部管理課制定）第２条ただし書きにより、現場代理人の
兼務は認めないこととする。 
 
第３－２条 技術者の配置（専任特例１号の場合）について 
 本工事は、建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける技術者の配置の特
例を活用する兼務は認めない。 
 
第３－３条 技術者の配置（専任特例１号の場合）について 
 本工事において、建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける技術者配置
の特例（以下「専任特例１号」という。）を活用して配置技術者が兼務する場合は、
「建設業法第２６条第３項第１号の規定の適用を受ける技術者配置の特例（専任特例
１号）の取扱いについて（令和６年１２月２５日付け環境森林部、農政水産部、県土
整備部定め）」及び以下（１）～（２）の要件を全て満たさなければならない。 
(１) 専任特例１号の場合の配置技術者は、施行における主要な会議への参加、現場の

巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 
(２) 専任特例１号の場合の配置技術者と連絡員との間で常に連絡が取れる体制であ

ること。 
 
第３－４条 監理技術者の配置（専任特例２号の場合）について 
 本工事は、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置
の特例を活用する兼務は認めない。 
 
第３－５条 監理技術者の配置（専任特例２号の場合）について 
 本工事において、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者
配置の特例（以下「専任特例２号」という。）を活用して監理技術者が兼務する場合
は「建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける技術者配置の特例（専任特
例２号）の取扱いについて（令和２年１２月１日付け環境森林部、農政水産部、県土
整備部定め）」及び以下（１）～（３）の要件を全て満たさなければならない。 
(１)専任特例２号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の

巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 
(２)専任特例２号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体

制であること。 
(３)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 
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第４章 施策 

 
第４－１条 熱中症警戒アラート等について 

受注者は熱中症対策として、環境省が配信する熱中症警戒アラート等のメール配
信サービスを登録するなど、熱中症特別警報情報を確実に入手できる体制を整えな
ければならない。 

（参考：熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp） 
 
第４－２条 熱中症対策について 
１ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行対象工事である。 
２ 試行にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正について」に基づき
行うものとする。 

３ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正について」は、宮崎県ホームページ（ト
ップ＞県政情報＞入札・調達・売却＞入札情報＞工事契約関係情報＞熱中症対策に
資する現場管理費の補正の試行について）から取得できる。 

 
第４－３条 農政水産部公共工事三者検討会 
本工事は、農政水産部公共工事三者検討会の対象工事であるので、共通仕様書の第

１編第１章第１節１－１－３（設計図書の照査等）の第２項に定める設計図書の照査
を実施し、「農政水産部公共工事三者検討会照査後質問書」（別記様式）のほか、必
要に応じて「確認できる資料」を発注者に提出すること。 
なお、「農政水産部公共工事三者検討会照査後質問書」については、設計図書の照

査の結果、明らかになった施工上の疑問点等の有無にかかわらず提出すること。 
 
第４－４条 休日の確保 
 本工事は、週休２日工事の対象工事である。 
 実施にあたっては、『「週休２日工事」実施要領』に基づき行う。 
 実施要領については、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却
＞入札情報＞工事契約関係情報＞「週休２日工事」の実施について）から入手できる。 
 
第４－５条 ＩＣＴ活用工事について 
１ 本工事は、「土地改良事業ＩＣＴ活用工事試行要領」に基づき、受注者の提案・ 
 協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作
 成等の各段階において３次元データを用いた情報化施工技術を活用する「情報化施
 工技術活用工事（ＩＣＴ活用工事）」（受注者希望型）である。 
２ ＩＣＴ活用工事とは、施工プロセスの各段階において、以下に示す①から⑤のＩ
 ＣＴ施工技術を活用する工事である。なお、①から⑤のＩＣＴ施工技術の部分活用
 を認める。 
   ①３次元起工測量 
   ②３次元設計データ作成 
   ③ＩＣＴ建設機械による施工 
   ④３次元出来形管理等の施工管理 
   ⑤３次元データの納品 

なお、③と④の施工技術が適用可能な工種及び範囲は要領に基づくものとする。 
３ 受注者は、ＩＣＴ活用工事を実施する希望がある場合は、施工計画書提出までに 
 ＩＣＴ活用工事計画書（別記様式－１）及び内容等が確認できる資料を監督員へ提
 出した上で協議を行い、受発注者間の協議が整った場合に、ＩＣＴ活用工事を行う
 ことができるものとする。 
４ 受注者は、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。 
５ 受注者は、３次元出来形管理等の施工管理により確認された３次元施工管理デー
 タを、工事完成図書として電子納品する。 
６ ＩＣＴ活用工事の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達
 すること。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは受注者が作成するものと
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 する。使用するアプリケーションソフト、ファイル形式については、事前に監督員
 と協議するものとする。 
７ ＩＣＴ活用工事の実施にあたっては、疑義が生じた場合は、受発注者間で協議す 
るものとする。 

８ 試行要領は、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却＞入札
情報＞工事契約関係情報＞建設工事における土地改良事業 ICT 活用工事の試行に
ついて）から入手できる。 

 
第４－６条 ＩＣＴ活用工事の費用について 
 受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者との協議が整い、ＩＣＴ活用工
事を実施した場合は、設計変更の対象とする。 
 
第４－７条 現場環境改善費 
１ 周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、農家との
 調整、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、公共事業の円滑
 な執行に資することを目的とするものである。 
  よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し発注者と協力しつつ地域との連
 携を図り、適正に工事を実施するものとする。 
２ 本工事の率計上により、実施する内容については、［別表－１］の各計上費目（仮
設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目
のみ２内容）の合計５つの内容とする。 

３ 現場の施設や設備に対する「熱中症対策・防寒対策」に要する費用については、
受注者から工事打合せ簿により、当該対策費用について根拠資料が提出され、対策
の妥当性が確認された場合は設計変更（積上げ計上）とする。 

４ 実施する全ての内容を、施工計画書に明示した上で、現場の状況を勘案し、工事
 着手前に工事打合簿により、具体的な実施内容、実施時期について、実施の可否を
 含め受発注者間協議を行うものとする。 
５ 現場環境改善の状況写真については、写真管理基準に基づき、工事写真として撮
 影及び提出するものとする。（工事打合せ簿等による実施報告書の作成及び提出は
 不要。） 
６ 工事における現場環境改善費の積算要領については、宮崎県ホームページ（トッ
プ＞県政情報＞入札・調達・売却＞入札情報＞工事契約関係情報＞工事における現
場環境改善費について）から入手できる。 

 
第４－８条 ＣＣＵＳ活用推奨モデル工事 
１ 本工事は、建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という。）の普及促
 進を図るため、ＣＣＵＳに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の
 比率等について目標を設定し、その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行
 工事である。 
２ 受注者は、契約後速やかに試行の意思を工事打合せ簿により通知すること。 
３ 受注者（２の通知を行った受注者をいう。以下この条において同じ。）は、ＣＣ
 ＵＳに本工事の建設現場に係る情報の登録を行うとともに、建設キャリアアップカ
 ードのカードリーダーを設置する。 
４ ＣＣＵＳ現場利用料等は当初設計においては計上していないが、受注者がＣＣＵ

Ｓの活用に取り組む場合は、実績に基づき「ＣＣＵＳ現場利用料等」として最終の

設計変更時に費用計上するものとする。 

なお、費用計上に当たっては、実績が確認できる資料を監督員に提出すること。 
５ 試行に当たっては、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事実施要領」及

び「建設キャリアアップシステム活用モデル工事の積算」に基づき行う。 
６ 前項については、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却＞

入札情報＞工事契約関係情報＞建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事
の試行について【環境森林部及び農政水産部】）から入手できる。 

 
第４－９条 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について 
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１ 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管
理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実
施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えら
れることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良工事
積算基準（土木工事）の金額相当額では適正な工事の実施が困難になった場合は、
実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することがで
きる。 

  営 繕 費：借上費、宿泊費、労働者送迎費 
  労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 
２ 発注者は、契約締結後、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の
 割合（以下「割合」という。）を提示する。 
３ 受注者は、２により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に
 係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。 
４ 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関
 する内訳書（以下「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した実
 績額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付
 して監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 
５ 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計
 変更の対象としない。 
６ 発注者は、内訳書を精査したうえで、「実績額」と「土地改良事業等請負工事積
 算基準に基づき算出した額（※）」の差額を、共通仮設費積上分及び現場管理費に
 計上する。 
  ※「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」とは、最終精算変更
  時点の共通仮設費（率分）及び現場管理費に対する割合から算出した額をいう。 
７ 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指
 名停止等の措置を行う場合がある。 
８ 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。 
９ 実施方法を定めた資料については、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入
 札・調達・売却＞入札情報＞工事契約関係情報＞地域外からの労働者確保に要する
 間接工事費の設計変更について）から入手できる。 
 
第４－１０条 運搬費及び準備費の設計変更について 
１ 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費 
 （以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施にあたって積算額と実
 際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算
 変更時点で設計変更することができる。 
  運搬費：建設機械の運搬費 
  準備費：伐開・除根・除草費 
２ 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割
 合」という。）を提示する。 
３ 受注者は、２により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に
 係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。 
４ 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関
 する内訳書（以下「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した実
 績額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付
 して監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 
５ 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計
 変更の対象としない。 
６ 発注者は、内訳書を精査したうえで、「実績額」と「土地改良事業等請負工事共
 通仮設費算定基準に基づき算出した額（※）」の差額を、共通仮設費積上分に計上
 する。 
  ※「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」とは、最
  終精算変更時点の共通仮設費（率分）に対する割合から算出した額をいう。 
７ 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指
 名停止等の措置を行う場合がある。 
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８ 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。 
９ 実施方法を定めた資料については、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入
 札・調達・売却＞入札情報＞工事契約関係情報＞運搬費及び準備費の設計変更につ
 いて）から入手できる。 
 
第４－１１条 検査書類限定型モデル工事の試行について 
１ 本工事は、検査書類限定型モデル工事の試行対象工事である。 
２ 試行にあたっては、「宮崎県検査書類限定型モデル工事試行要領」に基づき行う。 
  ただし、情報共有システムの活用を条件としているため、活用しない場合は、試
行の対象外とする。 

  なお、この工事は、検査時に確認する書類を限定したものであり、書類の作成は
従来どおり行うこと。 

３ 検査書類限定型モデル工事は、検査時に下記の６書類に限定して書類検査を行う。 
  ①施工計画書 
  ②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む） 
  ③工事打合簿 
  ④出来形管理資料 
  ⑤品質管理資料 
  ⑥工事写真（工事完成図書として提出したものに限る） 
４ 特別な事由がある場合は、検査通知時に、上記６書類以外の追加書類を併せて通
知することがある。 

５ 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査に協力するものとする。 
６ 宮崎県検査書類限定型モデル工事試行要領は、宮崎県庁ホームページ（トップ＞
しごと・産業＞公共事業・建築・土木＞技術基準＞工事検査＞宮崎県検査書類限定
型モデル工事試行要領について）から入手できる。 

 
第４－１２条 南海トラフ地震臨時情報[巨大地震警戒、巨大地震注意]発表時の対応 
１ 本工事の施工場所は、南海トラフ地震防災対策推進地域※１が含まれる工事であ
る。 

２ 受注者は、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報【巨
大地震警戒、巨大地震注意】の発表時における、後発地震による揺れの影響が大き
い作業又は津波による影響を受ける作業に対する措置の内容及び津波避難を含む作
業員等の安全確保の方法について施工計画書に記載するものとする。なお、南海ト
ラフ地震津波避難対策特別強化地域※１における工事にあっては、津波避難に関して
施工計画書に記載するものとする。 

３ 受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒】が気象庁から発表された場
合には、 

【住民事前避難対象地域※２を含む場合】 
宮崎県工事請負契約約款第 20 条等の規定に基づく発注者からの一時中止の通知

があったものとして、住民事前避難対象地域での工事を中断し、直ちに退避するも
のとし、警戒する措置が解除されるまでの間（１週間）は当該箇所での工事を一時
中止するものとする。また、住民事前避難対象地域以外の施工場所についても、本
工事の施工条件、施工内容を踏まえ、あらかじめ定めた施工計画書の措置内容に基
づき、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作業に
ついて、警戒する措置が解除されるまでの間（１週間）は一時中止するものとする。 

 
【住民事前避難対象地域を含まない場合】 

本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、あらかじめ定めた施工計画書の措置内容
に基づき、後発地震による揺れの影響が大きい作業又は津波による影響を受ける作
業について、工事請負契約書第 20 条等の規定に基づく発注者からの一時中止の通知
があったものとして、警戒する措置が解除されるまでの間（１週間）は一時中止す
るものとする。 
その他の作業について、受注者は、改めて後発地震又は津波に備え作業の一時中

止か継続を判断するものとし、その結果を、監督員に連絡し、その後の対応につい
て監督員の指示受けるものとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に
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必要な安全対策の措置を速やかに講じ、土木工事安全施工技術指針等に基づき適切
に作業員等の安全確保に努めなければならない。 

４ 受注者は、南海トラフ地震臨時情報【巨大地震注意】が気象庁から発表された場
合には、本工事の施工条件、施工内容を踏まえ、改めて後発地震による揺れの影響
が大きい作業又は津波による影響を受ける作業の一時中止か継続を判断するものと
し、その結果を、監督員に連絡し、その後の対応について監督員の指示を受けるも
のとする。工事等を継続する場合に受注者は、本工事等に必要な安全対策措置を速
やかに講じ、土木工事安全施工技術指針等に基づき適切に作業員等の安全確保に努
めなければならない。 

５ 受注者は、南海トラフ地震臨時情報を受けて措置を行った場合においては、実施
した内容について監督員に報告するものとする。 

６ なお、南海トラフ地震臨時情報の発表があった場合は、後発地震及び津波の発生
に備えるため必要に応じて、受注者は施工計画書の記載にかかわらず、工事の一時
中止について監督員と協議できるものとする。 

 
※１宮崎県全域は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、さらに沿岸

部の市町村（宮崎市、延岡市、日南市、日向市、串間市、児湯郡高鍋町、同郡
新富町、同郡川南町、同郡都農町、東臼杵郡門川町）は南海トラフ地震津波避
難対策特別強化地域に指定されている。 

 
※２住民事前避難対象地域は、宮崎県ホームページ（トップ＞防災・安全・安心＞

防災の知識・情報＞防災への備え・啓発＞南海トラフ地震臨時情報について）
で確認できる。（常に最新の状況を確認すること。） 
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                            第５章 施工 
 
第５－１条 工事材料の使用について 
 設計図書にて品質規格を明示している工事目的物にかかる材料については、設計図
書にて製品名を指定材料として明示しているものを除いて、すべて同等品以上のもの
を使用できるものとする。 
 なお、図面内に製品の形状・寸法等の詳細図が示されており、製品メーカーを特 
定できる場合においても、あくまで参考図扱いとし、製品メーカーを指定するもので 
はない。 
 
第５－２条 工事材料使用願の提出について 
 工事目的物にかかる工事材料（任意仮設を除く。）については、県産品の優先使用
に努めることとし、「工事材料使用願」と品質規格証明書等を工事の着手までに監督
員に提出しなければならない。 
 様式は、宮崎県ホームページ（トップ＞県政情報＞入札・調達・売却＞入札情報＞
工事契約関係情報＞農業土木工事の技術基準について）から入手できる。 
 
第５－３条 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験） 
 本工事は、「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であ
り、共通特記仕様書別表に示す内容について、六価クロム溶出試験（及びタンクリー
チング試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。 
 なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロ
ム溶出試験要領によるものとする。 
 また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督
員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 
 
第５－４条 産業廃棄物の処理に係る税について 
 本工事により発生する建設廃棄物のうち、宮崎県内の焼却施設及び最終処分場に搬
入する建設廃棄物は、産業廃棄物税（県税）が課税されるので適正に処理すること。 
 
第５－５条 微破壊・非破壊試験を用いたコンクリートの強度測定について 
１ 本工事は、コンクリート構造物の品質確保を図ることを目的として実施する微破
 壊・非破壊試験を用いたコンクリートの強度測定の対象工事である。 
２ 測定は、「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」に従
 い行うものである。 
３ 試験方法については、「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測
 定要領」の「６．測定方法」に基づき選定し、監督員と協議の上、決定するものと
 する。 
４ 本試験に関する資料を整備、保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提
 示するとともに工事完成時に提出しなければならない。 
５ これに定めのない事項については、監督員と協議するものとする。 
 
第５－６条 非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定について 
１ 本工事は、コンクリ－ト構造物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的と
 して実施する非破壊試験（配筋状態及びかぶり測定）の対象工事である。 
２ 非破壊試験を用いたコンクリート構造物の品質管理は、「非破壊試験によるコン
 クリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」に従い行うものとする。 
３ 本試験に関する資料を整備、保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提
 示するとともに工事完成時に提出しなければならない。 
４ 本試験は品質管理として行うものであり、出来形管理（平均間隔及びかぶりの管
 理）を省略することはできない。 
５．これに定めのない事項については、監督員と協議するものとする。 
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第５－７条 一般的な鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等について 
１ 一般的な鉄筋コンクリート構造物（コンクリート舗装工、現場打ち杭等の水中コ
 ンクリート及びトンネル覆工は除く）のスランプ値は１２ｃｍを標準とする。 
２ スランプ１２ｃｍのコンクリートを使用する場合は、下記ガイドラインを参考図
 書として活用するものとする。 
   ・流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン 
   （流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会） 
３ 水セメント比は５５％以下とする。 
第５－８条 呼び強度 21N/mm2 のコンクリートについて 
 21N/mm2 のコンクリートについては、県内で水セメント比 55％以下を製造するプラ
ントがないことから、水セメント比 55％以下を満足する上位規格 24N/mm2 を使用する
こと。 
 
第５－９条 暗渠排水工の掘削機種及び掘削幅 
 暗渠排水工の設計掘削機種についてはバックホウを選定しているが、トレンチャを
使用する場合は監督員と協議するものとする。 
 この場合、掘削機種をトレンチャに設計変更するとともに、必要に応じて掘削幅を
設計変更するものとする。 
 
第５－１０条 仮路盤のすき取りについて 
 仮路盤のすき取りに係る作業については、不陸整正に含まれることとする。 
 なお、すき取った路盤材については、残土処理ではなく在来路盤部に補足材として
利用することとするが、これにより難い場合は監督員と協議し適切に処理すること。 
 
第５－１１条 管水路工事における品質管理基準について 
 管水路工事に伴う道路復旧 路床工について、現場密度の規格値を最大乾燥密度の 9
0％以上とする。 
 
第５－１２条 ずい道等建設工事における粉じん対策について 
 粉じん対策については、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラ
イン（厚生労働省）」の規定によること。 
 ガイドラインは、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku
nitsuite/bunya/0000099121_00002.html）から入手できる。 
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【第１章 第１－１１条関係】 
 
 ［別表］ 

対象建設資材 設計変更の対象 
生コンクリート  

 
 

 
購入費（現場着単価） 

 

アスファルト合材 
 
モルタル、砂、吹付用砂、粗骨材、割栗石、
割詰石、クラッシャーラン、再生クラッシャ
ーラン、粒度調整砕石、舗装用砕石、シラス、
捨石、中詰用砂 
 

積ブロック 
 

仮設材（鋼矢板、敷鉄板等） 
 

輸送費 
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【第２章 第２－３条関係】 

（別記様式） 

 

 

《作成例》 

 

共同企業体編成表 

 

 

共同企業体運営委員会  委員長 ○○○○（○○建設株式会社） 

委 員 ○○○○（○○建設株式会社） 

委 員 ○○○○（○○建設株式会社） 

委 員 ○○○○（○○建設株式会社） 

 

 

 

共同企業体工事事務所 

 

 

所長○○（○○建設株式会社） 

 

 

工務長○○（○○建設株式会社）  事務長○○（○○建設株式会社） 

 

 

工務主任（班長）  

 

 

 

 

 

事務長（班長） 

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工務係  

 

 

 

 

 

事務係 

氏 名 会 社 名 氏 名 会 社 名 
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【第２章 第２－３条関係】 

（別記様式） 

 

 

《作成例》 

 

現場職員編成表 

 

 

各構成員名 

（会社名） 
Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

監理技術者又は主任

技術者氏名 
監理技術者 

氏名 ａ氏 
主任技術者 

氏名 ｂ氏 
主任技術者 

氏名 ｃ氏 

技術者の業務分担 

 

施工管理統括 

工程管理 

安全管理 

副産物管理 

品質管理 

機械管理 
出来形管理 

写真管理 

 

作業員体制（常時） ○名 ○名 ○名 

工事内容 

積算体系(レベル３) 
   

橋梁下部工（Ａ１） 

 橋台工 

  作業土工 

 
作業主任 ｂ氏 

作業員○名 
 

  橋台躯体工 作業主任 ａ氏 

作業員○名 
作業員○名  作業員○名 

 法覆護岸工 

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 
作業員○名 作業員○名 作業主任 ｃ氏 

作業員○名 

 仮設工 

  土留・仮締切工 

  水替工 

  汚濁防止工 

 
作業主任 ｄ氏 

作業員○名 
 

排水工 作業員○名 作業主任 ｂ氏 

作業員○名 
 

※ 各構成員において、施工を区分しない場合は、監理技術者等以外に作業主任者を置く

工種について、作業主任者が行う工事内容と氏名を記載すること。 
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【第２章 第２－３条関係】 

（別紙様式） 

 

 

現場職員編成表 

 

 

各構成員名 

（会社名） 
   

監理技術者又は主任

技術者氏名 
   

技術者の業務分担 
   

作業員体制（常時） 

（人数） 
   

工事内容 

積算体系(レベル３) 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※ 各構成員において、施工を区分しない場合は、監理技術者等以外に作業主任者を置く

工種について、作業主任者が行う工事内容と氏名を記載すること。 



 - 17 -

【第４章 第４－３条関係】 

（別記様式） 

農政水産部公共工事三者検討会 照査後質問書 

                                       年  月  日 

 
 

 

工 

 
事 

工 事 名  

施 工 場 所  

請 負 金 額            円    
工 期    年  月  日  ～    年  月  日 
施 工 者 名  

現場代理人  主任技術者  

出 席 者  

工 事 概 要  

 

発 
注 
者 

執行機関名  

課・担当名  

総括監督員   主任監督員  

 

 

 

 

 

 

 

質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 

 

 

 

 

№ 項 目 内            容 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ※１：「項目欄」については、「図面」、「特記仕様書」、「施工方法」、「施工管理」又は「その 

     他」の別を記載する。 

 ※２：「内容欄」については、質問の詳細を具体的に記載する。 

 ※３：必要に応じて、共通仕様書の第１編第１章第１節１－１－３（設計図書の照査等）の第２項に定

    める「確認できる資料」を添付すること。
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【第４章 第４－５条関係】 
（別記様式－１） 

ＩＣＴ活用工事計画書 
【工事概要】 
工事名 
工事箇所 
受注者名 
土工量 

 
 

 

【内容】 
チェック欄 施工プロセ 

スの段階 
作業内容 採用する 

技術番号 
技術番号・技術名 

 
 

□ 

 

 
①３次元 
起工測量 

 

 

 

 

 

１．ＵＡＶ空中写真測量による起工測量 
２．ＴＬＳによる起工測量 
３．ＴＳ等光波方式による起工測量 
４．ＴＳ（ノンプリズム方式）による起工測量 
５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる起工測量 
６．ＵＡＶレーザーによる起工測量 
７．地上移動体搭載型ＬＳによる起工測量 
８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 
〔８．を選択した場合の技術名称：  〕 

 
□ 

②３次元 
設計データ作成 

 

  

 
 
 
 

□ 

 

 
 
 
③ＩＣＴ 
建設機械によ

る施工 

□ 掘削工 
 

 

 

 

１．バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） 
２．ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） 
３．モータグレーダ（ＩＣＴ施工対応型） 
 
※採用する機種及び活用作業工種・施工範 
囲（別途平面図等による）については、受 
注後の協議により決定する。 

□ 床掘工 
□ 盛土工 
□ 表土扱い 
□ 基盤造成 
□ 表土整地 
□ 不陸整正 
□ 下層路盤 
□ 上層路盤 

 
 
 
 
 

□ 

 

 

 
 
 
 
④３次元出来

形管理等の施

工管理 

 

 

 
 
 
□ 

 

 

 
 
 
出来形 

 

 

 

 

 

 

１．ＴＳ等光波方式出来形管理技術 
２．ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 
３．ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 
４．ＴＬＳ出来形管理技術 
５．ＵＡＶレーザー出来形管理技術 
６．地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 
７．ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術 
８．施工履歴データ出来形管理技術 
９．その他の３次元計測技術による出来形 

管理技術 
〔９．を選択した場合の技術名称：   〕 

 
□ 

 

 
品質 

 

 

 

１．ＴＳ・ＧＮＳＳによる 
 締固め回数管理技術（土工） 
注５）品質管理をしない理由 
〔           〕 

 
□ 

⑤３次元デー

タの納品 

 

  

注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「土地改良事業ＩＣＴ活用工事試行要領」及び特記仕様書
  によるものとする。 
注２）ＩＣＴを活用する施工プロセスに「■」を付けること。 
注３）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 
  （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」） 
注４）①、④において、「８or９．その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載するこ
  と。 
注５）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。 
  （理由例：「掘削工のみのため。」、「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非
  効率であるため。」等）
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【第４章 第４－７条関係】 
 

 
 ［別表－１］ 

計上費目 実施する内容（率計上分） 
   
 仮設備関係 
 

 １．用水・電力等の供給設備 ２．緑化・花壇 
 ３．ライトアップ施設 ４．見学路及び椅子の設置 
 ５．昇降設備の充実 ６．環境負荷の低減 

  
 
 営繕関係 
 

 １．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 
 ２．労働者宿舎の快適化 
 ３．現場休憩所の快適化 
 ４．健康関連設備及び厚生施設の充実等 

   
 安全関係 

 １．工事標識･照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 
 ２．盗難防止対策（警報器等） 

 
 
 
  地域連携 
 

 

 

 １．地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） 
 ２．完成予想図 ３．工法説明図 ４．工事工程表 
 ５．デザイン工事看板（各工事 PR 看板含む） 
 ６．見学会等の開催（イベント等の実施含む） 
 ７．見学所（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）の設置及び管理運営 
 ８．パンフレット・工法説明ビデオ 
 ９．社会貢献 

 


